
令和８年５月１５日 

公益社団法人福岡県建築士会 

 会員の皆様 

 

公益社団法人福岡県建築士会 

会長 鮎川 透 

 

 

公益社団法人福岡県建築士会 令和８年度定時総会の開催について（通知） 

 

 

平素より、当建築士会の活動に対して、ご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、公益社団法人福岡県建築士会令和８年度定時総会を下記のとおり開催しますので

お知らせ致します。 

当建築士会においては、昨年より、郵便切手値上げ等今般の社会情勢に合わせて、総会

の開催通知についてはインターネット等を利用して周知しておりますので、何卒ご了承下

さいますようお願い致します。 

なお、ホームページ中の「定時総会」バナーの「開催のご案内」から総会資料を入手し

て頂き、「参加等のご連絡」にて、総会への出欠、議決権の行使又は委任、懇親会への出

欠を５月２９日（金）までに入力下さいますようお願い致します。 

 

記 

 

公益社団法人福岡県建築士会 令和８年度定時総会 

 

日時 令和８年６月６日（土）１４：３０より受付 

報告会  １５：００～１５：３０ 

※「建築士の集い」熊本大会（6/20）での地域実践活動発表を予定 

    総会   １５：４５～１７：００ 

    懇親会  １７：３０～１９：００（会費 ３千円） 

 

会場 ホテルモントレ ラ・スール福岡 福岡市中央区大名 2-8-27 

    Tel:092-726-7111 

 

お問い合わせ先 （公社）福岡県建築士会事務局 Tel:092-441-1867 

 

※会員の皆様へのお願い 

メールアドレス未登録の方並びにメールアドレスをご登録されている方で当建築

士会からメールマガジン「メッセ」や一斉メールが届いていない方は、ホームペー

ジにある「会員変更事項届」にてアドレスをＦＡＸ又はメールにて事務局へお知ら

せ下さい。 

 

建築士会ホームページ 

https://www.f-shikai.org/teiji_sokai_r8/ 



総会 １５：４５～１７：００ 

 

 

１．開会の辞 

２．会長挨拶 

３．決議事項 

[議長及び議事録署名人の選出] 

第１号議案 令和７年度収支決算承認の件 

（貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書及び財産目録） 

[監査報告] 

第２号議案 名誉会員承認の件 

第３号議案 役員改選の件 

第４号議案 役員の報酬等を定める細則改定の件 

４．報告事項 

（１）令和７年度事業報告書の件 

（２）令和８年度事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載

した書類の件 

（３）令和８・９年度地域会委員会編成の件 

５．会員表彰 

６．閉会の辞 

 

 

懇親会 １７：３０～１９：００ 

（会費３千円） 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】公益社団法人 福岡県建築士会 事務局 

TEL:092-441-1867  FAX:092-481-2355 

E-mail:shikaifu1@arion.ocn.ne.jp 



決議事項 

第１号議案 令和７年度収支決算承認の件 

 

・定款第１４条第４号の規定に基づき総会の承認を求めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会参考資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．基本財産及び特定資産の明細
（単位：円）

区　分 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

特定資産 495,796 0 495,796 0
集い福岡大会
準備積立金

附 属 明 細 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

資産の種類



（単位：円）

　　負債合計 4,236,749

　　正味財産 35,472,005

前受会費 34,050

流動負債合計 4,236,749

預り金 源泉所得税他 367,694

仮受金 16,000

未払金 委託費、光熱費、印刷製本等 3,819,005

　　資産合計 39,708,754

(流動負債)

敷金 事務所 1,722,480

固定資産合計 1,822,630

　特定資産 0

その他　固定資産 什器備品 事務所付帯設備 100,150

(固定資産)

　基本財産

流動資産合計 37,886,124

前払費用 R8年度会議保険料 家賃等 450,250

未収入金 まちづくり受託収入、定期講習等 4,405,250

仮払金 地域会返金分 27,550

その他未収入金 未収会費 178,200

西日本シティ銀行比恵支店 運転資金として 6,026,794

振替貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 11,105,961

福岡銀行博多駅前支店 運転資金として 3,022,458

筑邦銀行博多支店 運転資金として 6,026,698

現金 手許保管 運転資金として 137,131

普通預金 福岡銀行博多駅前支店 運転資金として 6,505,832

財     産     目     録
令和　8 年  3 月 31 日  現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

(流動資産)



取得年月 品目 個数 取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価額

H２２．３ パーティション設置（登録センター） 1 303,083 303,082 1

H２２．３ カウンターテーブル他（登録センター） 1 292,425 292,424 1

H２２．３ ﾈｯﾄギア（富士ソフト）（登録センター） 1 198,187 198,186 1

H２２．３ 専用回線・主装置 1 105,000 104,999 1

Ｒ ７. ３ ノートパソコン 1 209,000 108,854 100,146

1,107,695 1,007,545 100,150

什 器 備 品 目 録

単位：円　（令和８年３月３１日）

合　　　計





第２号議案 名誉会員承認の件 

 

・規則第２３条第２項の規定に基づき総会の承認を求めるもの 

 

 



第３号議案 役員改選の件 

 

・定款第１４条第２号の規定に基づき総会の決議を求めるもの 

 

 



 

第４号議案 役員の報酬等を定める細則改定の件 

 

 

・役員の報酬等を定める細則第３条の規定に基づき総会の決議を求めるもの 

 

 

○役員の報酬等を定める細則（現行） 変更前:      

（報酬等の区分） 

第２条 本会は、役員がその職務を執行する場合、報酬等を支給しない。ただし、総会にお

いて、役員に対して報酬を支給することとなったときは、この細則を改定するものとする。 

（改 廃） 

第３条 この細則の改廃は、総会の決議により行う。 

 

 

○役員の報酬等を定める細則（改定案） 変更後:       

（報酬等の区分） 

第２条 本会は、役員がその職務を執行する場合、報酬等を支給しない。ただし、会員以外

の役員に対して報酬を支給することができる。 

（改 廃） 

第３条 この細則の改廃は、総会の決議により行う。 



報告事項 

 １．令和７年度事業報告書の件 

 

  重点目標の実行状況   

基本姿勢  

１．建築士としての誇りを再認識した。 

２．建築士としての権限と責任を明確にし、再確認した。 

３．建築士としての資質の維持・向上を図った。 

４．建築士として公益目的事業を推進し、社会的貢献を図った。 

重点目標 

１． 建築士の社会的地位の向上を目指した。            

①建築士の役割について広報の充実を図った。 

②７月１日の「建築士の日」の事業を開催することにより、建築士・建築士会を県民にＰ

Ｒした。 

③九州ブロック研究集会「建築士の集い」福岡大会（６月２１日）を開催した。 

④継続能力開発（ＣＰＤ）制度及び専攻建築士制度の社会的活用を推進した。 

２． 改正建築物省エネ法及び改正建築基準法の円滑な施行へ協力した。 

３． 社会や地域に向けた活動を推進した。 

①地域に根差したまちづくりなど社会貢献活動を推進した。 

②建築物の脱炭素化の取り組みを推進した。 

③防災活動及び災害発生時の被災建築物応急危険度判定業務などの活動を推進した。 

４． 建築物木材利用促進協定に基づく木造建築物設計・施工に係る人材育成等を推進した。 

５． 建築士試験の実施及び建築士法に基づく建築士免許登録を円滑に推進した。 

６． 会員増強を強力に推進した。 

①会員としてのメリットの充実及びサポート体制を構築した。 

②上記のＰＲにより、新規加入促進を図り、退会の抑制に努めた。 

７． 公益社団法人としての円滑な会の運営につとめた。  

①公益目的事業を積極的に推進した。 

②収益事業の見直し等による財政の健全化を図った。 

③情報共有や予算見直し等により、地域会活動の活性化及び委員会との連携強化をより一

層促進した。 

④ホームページやメールマガジン等により必要な情報提供を行った。 

⑤広報・情報活動の積極的展開により会の運営を円滑に推進するとともに、ＩＣＴを積極

的に活用したＷＥＢ会議、オンラインセミナー等の事業を推進した。 

 



 

 

  事業報告   

[公益目的事業１] 

建築士資格が社会的に認知されて社会に貢献でき、建築士としての資質向上が図られること

を目的とした、「建築士試験、建築士登録、建築士名簿閲覧及び専攻建築士の認定等を行う事業」

を実施した。 

１．建築士試験の実施 

２．一級建築士登録申請受付及び名簿の閲覧  

３．二級・木造建築士登録及び名簿の閲覧 

４．専攻建築士制度業務 
 

[公益目的事業２] 

建築士を含むすべての建築技術者の技術向上を図り、その知識、技術等の情報を広く一般社

会に提供することを目的とした、「建築に関する専門知識習得の機会を提供する事業及び建築に

関する情報を広く一般に提供する事業」に取り組んだ。 

 

１．ＣＰＤ制度による継続的能力開発協力支援 

２．建築士及び建築技術者のための研修、講習会、セミナーの開催 

３．木造建築物の設計・施工に係る人材育成等の推進 

４．施設等見学会の開催 

 ５．九州ブロック研究集会「建築士の集い」福岡大会（６月２１日開催）、全国女性建築士連絡

協議会「山形大会」（７月１９・２０日開催）及び建築士会全国大会「大阪大会」（９月１

９日開催）への参加の推進 

６．ホームページ、メールマガジン「メッセ」等により、情報を広く一般に提供する事業 

７．建築に関する技術相談、住宅相談等による一般市民への支援事業 
 

[公益目的事業３] 

行政、市民団体が推進するまちづくり活動に参加協力し、また支援すること。そして、その

活動をするための専門家を養成することを目的とした、「まちづくり活動及び設計コンペ等への

協力支援をする事業」を行った。 

 

１．福岡・まちづくり活動支援センターによる地域貢献活動助成事業  

２．まちづくり活動のための支援事業 

３．景観整備機構の指定を受け、景観法に定められた事業の実施  

４．福岡県美しいまちづくり建築賞への協力事業  

５．高校生の建築甲子園を通じた能力開発事業  
 
 
 
 
 
 
 
 



[収益事業１]  

「建築士定期講習及び建築士試験受験準備講習会を開催する事業」を行った。 

１．建築士のための定期講習の開催 

 

[収益事業２] 

「建築書籍の販売、広告情報の発信及び各種調査業務等による収益事業」を行った。 

１．建築関連書籍の販売 

２．広告情報発信による収益事業 

３．各種調査業務の受託事業 

 

[その他事業１]   

「会員の相互理解と親睦をはかる事業」を行った。 

１．会員の相互理解と親睦を増進する事業 

２．地域会会員の親睦と地域に貢献する活動の実施 

３．会員増強を図る事業 



２．令和８年度事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び 

設備投資の見込みを記載した書類の件 

 

令和８年度 事業計画書 

  重点目標   

基本姿勢  

１．建築士としての誇りを再認識する。 

２．建築士としての権限と責任を明確にし、再確認する。 

３．建築士としての資質の維持・向上を図る。 

４．建築士として公益目的事業を推進し、社会的貢献を図る。 

重点目標 

１． 建築士の社会的地位の向上を目指す。            

①建築士の役割について広報の充実を図る。 

②７月１日の「建築士の日」の事業を開催することにより、建築士・建築士会を

県民にＰＲする。 

③継続能力開発（ＣＰＤ）制度及び専攻建築士制度の社会的活用を推進する。 

２． 改正建築物省エネ法及び改正建築基準法の円滑な施行へ協力する。 

３． 社会や地域に向けた活動を推進する。 

①地域に根差したまちづくりなど社会貢献活動を推進する。 

②建築物の脱炭素化の取り組みを推進する。 

③防災活動及び災害発生時の被災建築物応急危険度判定業務などの活動を推進す

る。 

④災害時における福岡市の文化財（建造物）に関する連携協定に基づき、文化財

（建造物）の保全、調査、情報発信等について協力する。 

４． 建築物木材利用促進協定に基づく木造建築物設計・施工に係る人材育成等を推進

する。 

５． 建築士試験の実施及び建築士法に基づく建築士免許登録を円滑に推進する。 

６． 会員増強を強力に推進する。 

①会活動の充実・会員制度の見直し等による入会の魅力を増進し会員メリット・

サポート体制の充実を図る。 

②上記のＰＲにより、新規加入促進を図り、退会の抑制に努める。 



７． 公益社団法人としての円滑な会の運営につとめる。  

①公益目的事業を積極的に推進する。 

②収益事業の見直し等による財政の健全化を図る。 

③情報共有や予算見直し等により、地域会活動の活性化及び委員会との連携強化

をより一層促進する。 

④ホームページやメールマガジン等により必要な情報提供を行う。 

⑤広報・情報活動の積極的展開により会の運営を円滑に推進するとともに、ＩＣ

Ｔを積極的に活用したＷＥＢ会議、オンラインセミナー等の事業を推進する。 

 

  事業計画   

[公益目的事業１] 

建築士資格が社会的に認知されて社会に貢献でき、建築士としての資質向上が図ら

れることを目的とした、「建築士試験、建築士登録、建築士名簿閲覧及び専攻建築士の

認定等を行う事業」 

１．建築士試験の実施 

２．一級建築士登録申請受付及び名簿の閲覧  

３．二級・木造建築士登録及び名簿の閲覧 

４．専攻建築士制度業務 
 

[公益目的事業２] 

建築士を含むすべての建築技術者の技術向上を図り、その知識、技術等の情報を広

く一般社会に提供することを目的とした、「建築に関する専門知識習得の機会を提供

する事業及び建築に関する情報を広く一般に提供する事業」 

 

１．ＣＰＤ制度による継続的能力開発協力支援 

２．建築士及び建築技術者のための研修、講習会、セミナーの開催 

３．木造建築物の設計・施工に係る人材育成等の推進 

４．施設等見学会の開催 

５．九州ブロック研究集会「建築士の集い」熊本大会（６月２０日予定）、全国女性建

築士連絡協議会「東京大会」（７月１９、２０日開催）及び建築士会全国大会「ぐん

ま大会」（１０月１６日開催）への参加の推進 

６．ホームページ、メールマガジン「メッセ」等により、情報を広く一般に提供する

事業 

７．建築に関する技術相談、住宅相談等による一般市民への支援事業 
 

[公益目的事業３] 

行政、市民団体が推進するまちづくり活動に参加協力し、また支援すること。そし

て、その活動をするための専門家を養成することを目的とした、「まちづくり活動及び



設計コンペ等への協力支援をする事業」 

 

１．福岡・まちづくり活動支援センターによる地域貢献活動助成事業 

２．まちづくり活動のための支援事業 

３．景観整備機構の指定を受け、景観法に定められた事業の実施  

４．福岡県美しいまちづくり建築賞への協力事業  

５．高校生の建築甲子園を通じた能力開発事業 

６．各事業を行う人材の育成を行う事業 
 

[収益事業１]  

「建築士定期講習及び建築士試験受験準備講習会を開催する事業」 

１．建築士のための定期講習の開催 

２．建築士試験受験準備講習会の開催 

 

[収益事業２] 

「建築書籍の販売、広告情報の発信及び各種調査業務等による収益事業」 

１．建築関連書籍の販売 

２．広告情報発信による収益事業 

３．各種調査業務の受託事業 

 

[その他事業１]   

「会員の相互理解と親睦をはかる事業」 

１．会員の相互理解と親睦を増進する事業 

２．地域会会員の親睦と地域に貢献する活動の実施 

３．会員増強を図る事業 



(単位：円）

公益目的事業 収益事業等 法人会計 合　　計

（１）経常収益

【会費収益】 18,972,000 8,495,000 7,864,000 35,331,000

正会員受取会費 17,000,000 5,400,000 6,600,000 29,000,000

準会員 1,500,000 150,000 1,110,000 2,760,000

賛助会員（県） 200,000 30,000 70,000 300,000

賛助会員 242,000 2,912,000 81,000 3,235,000

正会員入会金 30,000 3,000 3,000 36,000

【事業収益】 20,380,000 4,130,000 0 24,510,000

情報発信協力費 0 1,170,000 0 1,170,000

ＣＰＤデータ登録料 950,000 0 0 950,000

専攻建築士制度登録料 250,000 0 0 250,000

その他事業収益（公益） 4,200,000 0 0 4,200,000

その他の事業収益（収益） 0 1,330,000 0 1,330,000

建築士講習会収益 2,830,000 1,150,000 0 3,980,000

書籍等販売収益 0 480,000 0 480,000

試験業務受託収益 6,200,000 0 0 6,200,000

建築士登録受託収益 5,950,000 0 0 5,950,000

【受取補助金等】 330,000 0 0 330,000

事業助成金 330,000 0 0 330,000

【雑収益】 300,000 900,000 2,343,000 3,543,000

受取利息 0 0 20,000 20,000

雑収益 300,000 900,000 2,323,000 3,523,000

【繰越金】 0 0 0 0

繰越金 0 0 0 0

【繰入金】 0 0 0 0

繰入金 0 0 0 0

経常収益計 39,982,000 13,525,000 10,207,000 63,714,000

令和８年度 収支予算書（案）

令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで

科     目
令和８年度予算

shikai01
四角形



(単位：円）

公益目的事業 収益事業等 法人会計 合　　計

令和８年度 収支予算書（案）

令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで

科     目
令和８年度予算

（２）経常費用

【事業費及び管理費 】 40,092,000 12,124,000 11,498,000 63,714,000

役員報酬 200,000 200,000

給料手当 13,400,000 1,900,000 1,700,000 17,000,000

法定福利費 2,200,000 280,000 300,000 2,780,000

福利厚生 460,000 1,160,000 200,000 1,820,000

補助賃金 70,000 30,000 40,000 140,000

退職給付費用 0 0 220,000 220,000

旅費交通費 2,472,000 824,000 824,000 4,120,000

通信運搬費 672,000 224,000 224,000 1,120,000

ＯＡ機器管理費 220,000 20,000 60,000 300,000

消耗品費 300,000 100,000 100,000 500,000

印刷製本費 600,000 60,000 50,000 710,000

図書購入費 20,000 310,000 30,000 360,000

広報費 30,000 0 30,000 60,000

渉外費 0 450,000 50,000 500,000

租税公課 744,000 248,000 248,000 1,240,000

機器リース料 290,000 70,000 100,000 460,000

顧問料 702,000 234,000 234,000 1,170,000

支払手数料 1,200,000 300,000 150,000 1,650,000

光熱水料費 306,000 102,000 102,000 510,000

賃借料 4,090,000 500,000 400,000 4,990,000

慶弔費 0 0 50,000 50,000

連合会費 3,500,000 0 3,500,000 7,000,000

諸会費 0 0 15,000 15,000

諸謝金 1,600,000 200,000 0 1,800,000

委託費 600,000 2,410,000 0 3,010,000

事務委託費 0 900,000 0 900,000

会場費 1,056,000 352,000 352,000 1,760,000

広報印刷発送費 2,130,000 0 0 2,130,000

ホームページ維持費 600,000 0 0 600,000

ＣＰＤ制度運営費 600,000 0 0 600,000

専攻建築士制度登録費 40,000 0 0 40,000

ブロック活動費 0 280,000 0 280,000

委員会活動費 0 200,000 0 200,000

大会参加費 360,000 0 0 360,000

まちづくり活動助成金 150,000 0 0 150,000

shikai01
四角形



(単位：円）

公益目的事業 収益事業等 法人会計 合　　計

令和８年度 収支予算書（案）

令和８年 ４月 １日から令和９年 ３月３１日まで

科     目
令和８年度予算

九州ブロック会費 0 60,000 0 60,000

定期講習委託費 0 350,000 0 350,000

総会費 0 0 1,700,000 1,700,000

減価償却費 0 0 59,000 59,000

諸雑費 1,680,000 560,000 560,000 2,800,000

R7集い福岡大会準備費用 － － － －

会費償却費 0 0 0 0

経常費用計 40,092,000 12,124,000 11,498,000 63,714,000

当期経常増減額 △ 110,000 1,401,000 △ 1,291,000 0

経常外収益（特定資産） 0 0 0

当期経常増減額＋経常外収益 △ 110,000 1,401,000 △ 1,291,000 0

shikai01
四角形



 

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで） 

 

 

（１）資金調達の見込みについて 

   ○当期中における借入れの予定はない。 

 

 

（２）設備投資の見込みについて 

   ○当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はない。 



会員表彰 

 

 

 

 

 

 

    令和７年度 物故者の方々 

    令和７年度にお亡くなりになった方々は下記のとおりです。 

    謹んで心よりお悔やみ申し上げます。 

    淵上 武人 会員（直鞍）、大屋 春雄 会員（飯塚）、諌山 敏志 会員(福岡）、 

伊藤 裕一 会員(福岡）、片山 隆衣 会員(福岡）、本村 英人 会員（福岡）、 

冨岡 正文 会員（糸島）、荒木 良三 会員（久留米・浮羽）、 

諫山 正信 会員(久留米・浮羽）、浜崎 和貴 会員（久留米・浮羽）、 

松藤 秀樹 会員(柳川） 

     


